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兵庫県保険医協会兵庫県保険医協会

第58回総会
６月21日（日）13時30分～６月21日（日）13時30分～
協会会議室で開催します協会会議室で開催します

　

日
本
の
医
療
機
関

の
大
半
が
赤
字
経
営

な
の
は
、
個
々
の
経

営
努
力
の
欠
如
で
は

な
く
構
造
そ
の
も
の

に
起
因
す
る
。
一
般
企
業
な
ら
物

価
高
騰
を
価
格
転
嫁
で
乗
り
切
れ

る
が
、
医
療
サ
ー
ビ
ス
の
価
格
は

「
診
療
報
酬
」
で
国
に
統
制
さ
れ

て
お
り
、
値
上
げ
と
い
う
選
択
肢

は
は
じ
め
か
ら
存
在
し
な
い
▼
さ

ら
に
経
営
を
圧
迫
す
る
の
が
、
80

％
超
と
い
う
労
働
分
配
率
の
高
さ

と
利
益
率
の
低
さ
で
あ
る
。
医
療

は
人
の
手
と
専
門
性
に
依
存
す
る

労
働
集
約
型
サ
ー
ビ
ス
で
あ
り
、

安
易
な
リ
ス
ト
ラ
や
無
人
化
と
い

っ
た
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
は
即
座
に
医

療
の
質
の
低
下
や
安
全
の
崩
壊
に

直
結
す
る
▼
経
済
学
に
は
、
対
人

サ
ー
ビ
ス
業
の
生
産
性
は
他
産
業

の
よ
う
に
は
向
上
し
な
い
と
す
る

「
ボ
ー
モ
ル
の
コ
ス
ト
病
」
と
い

う
理
論
が
あ
る
。
自
動
車
の
製
造

時
間
を
半
分
に
す
る
よ
う
な
効
率

化
は
医
療
現
場
に
持
ち
込
む
こ
と

は
で
き
な
い
▼
手
術
時
間
を
半
分

に
縮
め
た
り
無
理
な
人
員
削
減
を

し
た
り
す
る
危
険
性
は
、
医
療
従

事
者
な
ら
誰
も
が
知
る
と
こ
ろ

だ
。
弦
楽
四
重
奏
を
効
率
化
の
た

め
に
３
人
で
演
じ
れ
ば
、
名
曲
が

全
く
意
味
を
成
さ
な
い
。
医
療
に

お
け
る
過
度
な
効
率
化
の
追
求

は
、
サ
ー
ビ
ス
を
根
底
か
ら
瓦
解

さ
せ
る
リ
ス
ク
を
孕
む
▼
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
財
務
省
は
過
去
の
一

時
的
な
デ
ー
タ
の
み
を
拠
り
所
に

「
経
営
改
善
の
余
力
が
あ
る
」
と

の
圧
力
を
強
め
て
く
る
。
現
場
は

現
行
制
度
の
枠
組
み
に
お
い
て
す

で
に
限
界
だ
▼
国
民
の
生
命
線
で

あ
る
地
域
医
療
を
、
医
療
従
事
者

の
「
自
己
犠
牲
の
四
重
奏
」
に
委

ね
た
ま
ま
で
よ
い
は
ず
が
な
い
。

今
こ
そ
、
机
上
の
空
論
で
は
な
く

現
場
の
実
態
に
即
し
た
、
抜
本
的

な
診
療
報
酬
の
再
設
計
と
構
造
改

革
の
議
論
が
必
要
で
あ
る
（
空
）

３面に３面に
案内案内

医
療
の
充
実
め
ざ
し
て

第
58
回
総
会
に
ご
参
加
く
だ
さ
い

理
事
長　
　

西
山　

裕
康

　

こ
の
た
び
、
兵
庫
県
保
険
医
協

会
で
は
第
58
回
総
会
を
、
６
月
21

日
（
日
）
に
開
催
い
た
し
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
ご
多
忙
の
と
こ

ろ
と
は
存
じ
ま
す
が
、
ぜ
ひ
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

私
た
ち
は
今
、「
地
域
医
療
存

続
の
岐
路
」
に
立
た
さ
れ
て
い
ま

す
。
長
年
の
低
診
療
報
酬
政
策
に

加
え
、
急
激
な
物
価
や
人
件
費
の

高
騰
、
深
刻
な
人
手
不
足
、
さ
ら

に
は
緊
迫
化
す
る
国
際
情
勢
に
起

因
す
る
医
療
物
資
の
供
給
停
滞
な

ど
、
地
域
医
療
の
土
台
を
揺
る
が

す
「
複
合
的
危
機
」
に
直
面
し
て

い
ま
す
。

　

２
０
２
６
年
度
の
診
療
報
酬
改

定
率
は
、
医
療
現
場
の
切
実
な
要

求
に
は
到
底
及
ば
ず
、
大
半
の
医

と
は
限
界
に
達
し
て
い
ま
す
。

　

そ
の
根
底
に
は
、
医
療
を
単
な

る
「
コ
ス
ト
」
と
み
な
す
政
府
の

潮
流
が
あ
り
ま
す
。
社
会
保
障
に

は
「
財
源
が
な
い
」
と
し
て
患
者

負
担
増
を
中
心
に
制
度
改
悪
を
進

め
る
一
方
で
、
防
衛
費
は
急
速
に

拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

医
療
機
関
は
単
に
命
を
救
う
場

所
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
地
域
最

大
級
の
雇
用
の
場
で
あ
り
、
地
域

経
済
を
下
支
え
す
る
不
可
欠
な
社

会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
り
、
最
優
先
に

財
源
を
配
分
す
べ
き
も
の
で
す
。

　

本
協
会
は
医
療
費
の
総
枠
拡

大
、
不
合
理
な
診
療
報
酬
体
系
の

是
正
、
医
師
・
ス
タ
ッ
フ
の
不
足

解
消
を
強
く
求
め
る
と
と
も
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
や
標
準
型

電
子
カ
ル
テ
導
入
と
い
っ
た
「
医

療
Ｄ
Ｘ
」
の
強
制
的
な
義
務
化
に

は
反
対
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　

そ
し
て
、
会
員
数
目
標
７
８
２

０
人
の
超
過
達
成
を
目
指
し
、
若

手
・
女
性
へ
の
働
き
か
け
を
強

め
、
医
科
・
歯
科
・
薬
科
が
一
体

と
な
っ
て
、
全
て
の
医
師
・
歯
科

医
師
が
結
集
す
る
強
い
組
織
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

　

本
総
会
で
は
、
昨
年
度
の
会
務

報
告
や
来
年
度
の
方
針
案
・
予
算

案
の
審
議
を
行
い
ま
す
。

　

ま
た
今
回
は
記
念
講
演
と
し

て
、
大
阪
大
学
微
生
物
病
研
究
所

分
子
生
物
学
分
野
教
授
の
原
英
二

先
生
を
お
迎
え
し
、「
細
胞
か
ら

老
化
を
科
学
す
る
―
加
齢
性
疾
患

の
新
し
い
見
方
と
治
療
へ
の
期
待

―
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
ご
講
演
い

た
だ
き
ま
す
。
最
先
端
の
科
学
的

知
見
か
ら
、
私
た
ち
が
直
面
す
る

高
齢
化
社
会
や
今
後
の
医
療
に
対

し
て
、
極
め
て
重
要
な
視
点
を
提

供
し
て
く
れ
る
も
の
と
確
信
し
て

お
り
ま
す
。

　

ぜ
ひ
総
会
に
ご
出
席
い
た
だ

き
、
共
に
明
日
の
医
療
の
充
実
を

目
指
し
て
、
力
強
い
一
歩
を
踏
み

出
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
詳
細
は
３
面
参
照
）

政策研究会　高市政権の経済アドバイザー　会田卓司氏が講演

未来未来のの「投資」「投資」
　

長
引
く
日
本
経
済
の
停
滞
か
ら
い
か
に
脱
却
し
、
地
域
医
療
を
守
る

か
―
―
。
協
会
は
５
月
31
日
、
政
策
研
究
会
「
高
市
政
権
の
経
済
政
策

と
日
本
経
済
再
生
の
マ
ク
ロ
戦
略
」
を
開
催
し
た
。
日
本
成
長
戦
略
会

議
委
員
で
あ
り
、
高
市
政
権
の
経
済
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
を
務
め
る
会
田
卓

司
氏
（
ク
レ
デ
ィ
・
ア
グ
リ
コ
ル
証
券
チ
ー
フ
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
）
が
講

演
し
、
会
場
と
オ
ン
ラ
イ
ン
あ
わ
せ
て
49
人
の
会
員
が
参
加
し
た
。

　

会
田
氏
は
、
日
本
経
済
の
長
期

停
滞
に
つ
い
て
、
少
子
高
齢
化
が

原
因
で
は
な
く
、
真
の
要
因
は
国

内
の
投
資
不
足
で
あ
る
と
指
摘
。

バ
ブ
ル
崩
壊
や
金
融
危
機
以
降
、

企
業
が
賃
金
や
投
資
な
ど
の
国
内

支
出
を
限
界
ま
で
切
り
詰
め
、
コ

ス
ト
カ
ッ
ト
と
借
金
返
済
に
邁
進

す
る
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
型
経
営
に
転

じ
た
こ
と
が
、
総
需
要
を
壊
し
デ

フ
レ
不
況
を
招
い
た
と
解
説
し

た
。
こ
の
構
造
を
打
破
す
る
た

め
、
官
民
連
携
の
投
資
拡
大
に
よ

っ
て
企
業
の
背
中
を
押
し
、
生
産

性
を
高
め
て
実
質
賃
金
上
昇
に
つ

な
げ
る
「
高
圧
経
済
」
へ
の
転
換

が
必
要
だ
と
強
調
し
た
。

　

特
に
、
こ
れ
ま
で
日
本
の
政
策

運
営
を
支
配
し
て
き
た
「
新
自
由

主
義
」
に
つ
い
て
、
会
田
氏
は

「
政
府
の
関
与
を
小
さ
く
し
民
間

に
任
せ
れ
ば
効
率
化
す
る
と
い
う

考
え
だ
が
、
目
先
の
収
益
や
株
主

評
価
を
最
優
先
す
る
あ
ま
り
、
中

長
期
的
な
投
資
の
不
足
と
賃
金
の

低
迷
と
い
う
事
態
を
招
い
た
」
と

批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
競
争
激
化

で
疲
弊
し
た
低
所
得
層
を
自
己
責

任
論
で
切
り
捨
て
、
深
刻
な
格
差

と
社
会
の
分
断
を
招
い
た
と
告

発
。
財
務
省
が
掲
げ
る
「
プ
ラ
イ

マ
リ
ー
バ
ラ
ン
ス
黒
字
化
目
標
」

に
あ
ら
わ
れ
る
緊
縮
路
線
に
つ
い

て
は
、
経
済
拡
大
の
責
務
を
放
棄

し
、
か
え
っ
て
財
政
悪
化
を
招
い

た
と
述
べ
た
。

社
会
保
障
費
抑
制
打
破
し

未
来
へ
の
投
資
へ

　

社
会
保
障
費
に
関
し
て
も
、
財

務
省
が
高
齢
化
の
進
展
度
合
い
以

上
に
医
療
費
の
伸
び
を
過
度
に
抑

制
し
て
き
た
と
指
摘
し
た
。
年
金

に
つ
い
て
も
、
永
遠
に
マ
イ
ナ
ス

成
長
が
続
く
と
い
う
前
提
で
不
必

要
な
ま
で
に
基
金
を
積
み
上
げ
、

現
役
世
代
の
社
会
保
険
料
負
担
を

重
く
し
て
い
る
と
語
っ
た
。

　

会
田
氏
は
、
負
債
か
ら
金
融
資

産
を
差
し
引
い
た
「
純
債
務
」
で

見
れ
ば
日
本
の
財
政
状
況
は
大
き

く
改
善
し
て
お
り
、
将
来
世
代
へ

の
真
の
負
担
は
国
債
で
は
な
く

「
成
長
機
会
の
喪
失
」
で
あ
る
と

主
張
。
医
療
や
社
会
保
障
を
単
な

る
「
社
会
的
コ
ス
ト
」
と
し
て
削

る
の
で
は
な
く
、
課
題
解
決
型
の

成
長
戦
略
と
し
て
、
積
極
的
に
投

資
す
べ
き
だ
と
し
た
。

　

と
り
わ
け
創
薬
・
先
端
医
療
へ

の
投
資
は
、
高
市
政
権
が
掲
げ
る

成
長
戦
略
分
野
の
一
つ
と
し
て
、

日
本
経
済
を
牽
引
す
る
付
加
価
値

の
高
い
産
業
を
育
成
す
る
べ
き
だ

と
述
べ
た
。
ま
た
、
日
本
が
世
界

に
先
駆
け
て
直
面
し
て
い
る
少
子

高
齢
化
と
い
う
課
題
を
「
投
資
」

に
よ
っ
て
解
決
す
れ
ば
、
そ
の
革

新
的
な
医
療
・
介
護
モ
デ
ル
は
、

日
本
経
済
の
巨
大
な
付
加
価
値
に

な
る
と
訴
え
た
。
さ
ら
に
、
高
圧

経
済
の
も
と
で
持
続
的
な
経
済
成

長
が
実
現
さ
れ
れ
ば
、
診
療
報
酬

の
引
き
上
げ
な
ど
地
域
医
療
を
守

る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ
た
。

　

会
田
氏
は
「
弱
い
需
要
に
合
わ

せ
て
供
給
能
力
を
縮
小
さ
せ
て
き

た
こ
れ
ま
で
の
コ
ス
ト
カ
ッ
ト
型

か
ら
、
投
資
に
よ
る
国
力
の
回
復

へ
逆
回
転
を
か
け
る
べ
き
だ
」
と

訴
え
、
持
続
可
能
な
社
会
保
障
と

日
本
経
済
の
再
生
を
同
時
に
実
現

す
る
道
筋
を
示
し
た
。　

「新自由主義」を批判し、国が投資を
促進すべきと訴えた会田氏　　　　　

６・４国会要請行動

「ＯＴＣ類似薬」一部保険外し
法案成立に抗議

実施・拡大許さないため、問題点知らせよう
　

５
月
29
日
に
改
正
健
保
法
が
可

決
・
成
立
し
、「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似

薬
」
の
一
部
保
険
外
し
（
一
部
保

険
外
療
養
）
の
来
年
３
月
実
施
な

ど
が
決
ま
っ
た
翌
週
の
６
月
４

日
、
協
会
・
保
団
連
は
国
会
要
請

行
動
を
実
施
。
兵
庫
協
会
か
ら
、

武
村
義
人
・
白
岩
一
心
両
副
理
事

長
、
小
寺
修
評
議
員
、
川
西
敏
雄

参
与
が
参
加
し
、
一
部
保
険
外
療

養
の
実
施
中
止
や
、
中
東
情
勢
に

よ
る
医
療
資
材
等
不
足
へ
の
緊
急

対
応
な
ど
を
求
め
た
。

　

辰
巳
孝
太
郎
衆
議
院
議
員
（
共

産
）
が
面
談
に
応
じ
た
。
協
会
は

辰
巳
議
員
の
尽
力
で
通
院
・
在
宅

精
神
療
法
の
減
算
の
一
部
要
件
緩

和
（
２
面
参
照
）
が
実
現
し
た
こ

と
に
謝
意
を
示
し
、「
薬
の
追
加

負
担
は
や
め
て
く
だ
さ
い
」
署
名

の
追
加
集
約
分
を
提
出
。
こ
の
日

の
予
算
委
員
会
で
辰
巳
議
員
は
、

兵
庫
協
会
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を

示
し
、
中
東
情
勢
に
よ
り
医
療
材

料
の
供
給
に
支
障
が
出
て
お
り
対

策
が
必
要
と
高
市
首
相
に
迫
っ

た
。

　

同
日
昼
に
は
「
ス
ト
ッ
プ
！
患

者
負
担
増

安
心
の
医
療
を
！
」

国
会
内
集
会
が
開
催
さ
れ
、「
Ｏ

Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
の
一
部
保
険
外
し

の
実
施
阻
止
へ
問
題
点
を
国
民
に

知
ら
せ
て
い
こ
う
と
、
患
者
・
医

療
者
ら
が
次
々
に
発
言
し
た
。

　

兵
庫
協
会
か
ら
武
村
副
理
事
長

（
保
団
連
副
会
長
）
が
発
言
し
、

一
部
保
険
外
療
養
の
対
象
と
な
る

医
薬
品
の
拡
大
を
政
府
は
狙
っ
て

お
り
、
国
民
と
手
を
携
え
て
実
施

中
止
に
向
け
て
運
動
し
て
い
こ
う

と
訴
え
た
。

※
現
在
ご
協
力
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
す
「
薬
の
追
加
負
担
は
や
め

て
く
だ
さ
い
」
署
名
は
６
月
26
日

ま
で
に
ご
返
送
く
だ
さ
い
。

（
上
）
辰
巳
議
員
（
右
２
人
目
）
に

要
請
。（
下
）
国
会
内
集
会
で
運
動

の
継
続
を
訴
え
る
武
村
副
理
事
長　

療
機
関
が
構
造
的

な
赤
字
経
営
を
強

い
ら
れ
て
お
り
、

自
助
努
力
や
使
命

感
だ
け
で
地
域
医

療
を
さ
さ
え
る
こ
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　本紙掲載以外の疑義解釈を含め、協会ホームページにて新点数Ｑ
＆Ａを公開しています。下記URLまたは右の二次元コードからご
覧ください。https://www.hhk.jp/kaitei2026/

〈患者都合によるキャンセル料〉
Ｑ１　療養の給付と直接関係ないサ
ービスとして「予約に基づく診察の
患者都合によるキャンセル料」が追
加されたが、選定療養における「予
約に基づく診察」（予約料金の厚生
局報告等）において、当該診察日の
直前に患者都合で予約がキャンセル
された場合に限って、患者から費用
の徴収が認められたということか。
Ａ１　そのとおりです。選定療養費
の予約料を徴収しない予約の場合に
はキャンセル料を徴収することはで
きませんので、ご注意ください。

〈ベースアップ評価料関係〉
Ｑ２　ベースアップ評価料の算定期
間と、賃金改善の実施期間が異なっ
ても差し支えないか。例えば、ベー
スアップ評価料を2026年６月から12
月まで算定し、この期間にベースア
ップ評価料により得られた収入を、
2026年６月から2027年３月までの賃
金改善に充ててもよいか。

Ａ２　原則として不可です。ベース
アップ評価料の算定期間と賃金改善
の実施期間は一致する必要がありま
す。ただし、2026年４月から賃金改
善を実施する場合にあっては、2026
年６月から2027年５月までにベース
アップ評価料により得られた収入
を、2026年４月から2027年３月まで
の賃金改善に充てることは可能で
す。
Ｑ３　ベースアップ評価料の施設基
準の届出および賃金改善報告書の提
出に当たって、次の場合において法
人本部等が一括して届出および報告
を行っても良いか。
①法人本部等でまとめて届出書を作
成した場合
②届出内容を法人内またはグループ
内の同一の給与体系に基づく複数の
保険医療機関等を通算して区分計算
を行った場合
Ａ３　いずれの場合にも不可となり
ます。各医療機関等から届出および
報告を行ってください。

2026年５月22日「疑義解釈（その
６）」、５月29日「疑義解釈（その
７）」、５月29日「一部訂正通知」
より改変

【外来関係】

〈地域包括診療加算、
地域包括診療料〉

Ｑ１　地域包括診療加算及び地域包
括診療料の対象患者である「認知症
を有する患者等」の要件に「認知症
以外の疾病（疑いを除く）を有する
もの」とあるが、「認知症以外の疾
病」とは６疾病のうち、認知症を除
いた疾病（脂質異常症、高血圧症、
糖尿病、慢性心不全、慢性腎臓病）
に限るのか。
Ａ１　他の疾病も含みます。「認知
症以外の疾病」は、６疾病のうち、
認知症を除いた疾病（脂質異常症、
高血圧症、糖尿病、慢性心不全、慢
性腎臓病）には限られません。

〈在宅医療充実体制加算〉
Ｑ２　在宅医療充実体制加算の施設
基準における「訪問診療を担当する
時間について常勤換算した医師数１
人当たりの、当該保険医療機関にお
いて訪問診療を実施する患者の実人
数」の要件について、算出の対象と
する期間はどのように考えればよい
か。
Ａ２　届出前１カ月で算出します
が、届出の３カ月前から前月までの
直近３カ月の、月ごとに算出した値
の平均値を用いても差し支えありま
せん。

〈在宅持続陽圧呼吸療法
指導管理料〉

Ｑ３　在宅持続陽圧呼吸療法指導管
理料の算定要件および施設基準で、
CPAP療法の１月あたりの１日（平
均）使用時間の要件が定められてい
るが、以下の点はどのように考えれ
ばよいか。
①計算の対象とする期間は、通院時
にモニタリングしている直近30日と
歴月のどちらを用いれば良いのか。
②CPAP療法の指導管理を行う入院
中の患者以外の患者の延べ管理月数
に、遠隔モニタリングのみを行い当
該指導管理料を算定していない月
や、装用時間の規定により当該指導
管理料を算定できなかった月は含ま
れるのか。
Ａ３　①歴月または通院時に当該医
療機関において通常確認している直
近30日間のいずれを用いても差し支
えありません。ただし、医療機関全
体で同じ期間により計算し、患者ご
とに異なる期間を用いることがない
ようにすることが必要です。
②在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料
を算定した月および遠隔モニタリン
グ加算を算定した月が含まれ、いず
れも行わなかった月は含みません。

〈通院・在宅精神療法〉
Ｑ４　児童精神科を専門とする医療

機関において、非精神保健指定医が
20歳未満の患者に通院・在宅精神療
法を行う場合、注13による減算を行
う必要はあるか。
Ａ４　「児童思春期精神科専門管理
加算」または「児童思春期支援指導
加算」を届け出ている医療機関で
は、注13の施設基準を満たすことを
届け出た上で、所定点数を減算せず
算定できます。協会の要請などを受
け５月29日に施設基準が訂正され、
これらの加算を届け出ている医療機
関の医師が20歳未満の患者（20歳未
満から継続して診療を行っている患
者を含む）に対して行う場合は、減
算されないこととなりました。
Ｑ５　通院・在宅精神療法の注16に
規定する施設基準における「精神科
医療に関する行政機関の業務」と
は、例示されている業務の他に具体
的に何を指すのか。
Ａ５　国または地方公共団体から特
に雇用、委託（再委託を含む）また
は委嘱されて実施する業務であっ
て、具体的には、精神障害者保健福
祉手帳判定委員会の構成員、障害年
金の審査を行う障害認定医（精神領
域の担当に限る）、地方公共団体が
行う講座等における精神保健医療に
係る講演、地方公共団体から委嘱さ
れた精神科アウトリーチ業務、地方
公共団体の教育委員会から嘱託され
精神疾患に関して学校等に出向いて
行う業務が挙げられます。
　なお、勤務する医療機関において
一般診療の一環として行う業務
（例：主治医意見書の記入、公的機
関に提出する診断書の記載、救急輪
番）や、精神保健医療の専門性に基
づかない業務（例： 内科等の学校
医、乳幼児検診・学校検診、介護認
定審査会の委員）は、地方公共団体
から依頼されたものであっても含ま
れません。

【入院関係】

〈早期リハビリテーション加算〉
Ｑ６　早期リハビリテーション加算
の起算日が入院日となったが、異な
る疾患の発症または急性増悪等を契
機として疾患別リハビリテーション
の起算日が切り替わった場合、早期
リハビリテーション加算の起算日は
変更されるか。
Ａ６　同一医療機関に入院を継続し
ている場合は、疾患別リハビリテー
ションの起算日が切り替わった場合
であっても早期リハビリテーション
加算の起算日は当初の入院日から変
更されません。疾患別リハビリテー
ションの起算日の切り替えの契機と
なった新たな疾患の発症等のため
に、入院中の患者が転院した場合ま
たは退院していた患者が再入院した
場合は、転院日または再入院日を早
期リハビリテーション加算の起算日
とします。
Ｑ７　外来で疾患別リハビリテーシ
ョンを実施していた患者が急性増悪
等により入院し、疾患別リハビリテ
ーションの起算日が切り替わった場

医科医科 ⑤新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ

医科医科
歯科歯科共共通通 新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ④

合は、早期リハビリテーション加算
の算定は可能か。また、その場合の
起算日は入院日と考えてよいか。
Ａ７　入院の契機となった疾患によ
り疾患別リハビリテーション料の起
算日が切り替わる場合、早期リハビ
リテーション加算の対象疾患の要件
を満たせば、入院日を起算日として
早期リハビリテーション加算を算定
することができます。

〈口腔管理連携加算〉
Ｑ８　口腔管理連携加算の施設基準
に「退院時に診療情報提供料（Ⅰ）
の歯科医療機関連携加算１を算定し
た実績が３件以上」とあるが、当該
加算が包括されている入院料を算定
する病棟のみで構成される医療機関
では算定できないのか。
Ａ８　診療情報提供料（Ⅰ）および
歯科医療機関連携加算１が包括され
る入院料の病棟では、歯科医療機関
に対する診療情報提供を行った実績
件数を当該要件の件数に含めること
ができます。

〈地域支援・医薬品供給対応
　体制加算および地域支援・
外来医薬品供給対応体制加算〉
Ｑ９　地域支援・医薬品供給対応体
制加算および処方料の地域支援・外
来医薬品供給対応体制加算の施設基
準で、「原則として全ての品目につ
いて単品単価交渉とすること」とあ
るが、どのように単品単価交渉を実
施していることを判定するのか。
Ａ９　直近に提出した妥結率等に係
る報告書で、「単品単価交渉を行っ
ていない」に非該当であることをも
って要件を満たすものとされます。
妥結率等に係る報告書を提出してい
ない場合は、この要件を満たしませ
ん。ただし、開設から１年に満たな
い場合または許可病床数が200床以
上の病院でない場合で、妥結率等に
係る報告書の提出を行っていない医
療機関は、この要件を満たすものと
みなされます。
Ｑ10　Ｑ９に関し、2025年度に提出

した妥結率等に係る報告書において
「単品単価交渉を行っていない」に
該当するとしていた場合は、当該加
算は算定不可となるか。
Ａ10　算定不可とはなりません。
2025年度に妥結率等に係る報告書を
提出している保険医療機関は、2026
年度の妥結率等に係る報告書の提出
期限である2026年11月末日までの間
に限り、「単品単価交渉を行ってい
ない」に非該当であるものとみなさ
れます。

〈入退院支援加算１〉
Ｑ11　入退院支援加算１の算定対象
病床数に地域包括ケア病棟入院料が
追加されたが、地域包括ケア病棟入
院料を算定する患者に対して介護支
援等連携指導料が算定可能となるの
は2026年６月以降である。 このた
め、過去１年間の介護支援等連携指
導料の算定回数に係る基準を満たす
ことが困難になるが、どのように考
えればよいか。
Ａ11　2026年３月31日時点で、現に
入退院支援加算１および地域包括ケ
ア病棟入院料の届出を行っている医
療機関は、2027年３月31日までの
間、従前のとおり地域包括ケア病棟
入院料を算定する病床を除いて算定
対象病床数を算出することができま
す。

〈回復期リハビリテーション
病棟入院料〉

Ｑ12　回復期リハビリテーション病
棟入院料の算定要件における「基本
診療料の施設基準の別表第九」およ
び施設基準の重症患者割合におけ
る、「基本診療料の施設基準等の別
表第九第一号に掲げる高次脳機能障
害」には何が該当するのか。
Ａ12　「疾病の発症又は事故による
受傷による脳の器質的病変に起因す
ると認められる記憶障害、注意障
害、遂行機能障害、社会的行動障
害、失語、失行、失認その他の認知
機能の障害」（高次脳機能障害者支
援法第２条）が該当します。
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第56回総会第56回総会第58回総会第58回総会兵庫県保険医協会兵庫県保険医協会

６月21日（日）13時30分～16時50分（予定）
協会５Ｆ会議室（神戸フコク生命海岸通ビル）  
13時30分～　総会議事
　・2025年度会務報告、2026年度活動方針案・予算案ほか

お問い合わせは、☎078－393－1801まで

15時20分～　総会記念講演

細胞から老化を科学する細胞から老化を科学する
－加齢性疾患の新しい見方と治療への期待－－加齢性疾患の新しい見方と治療への期待－

�大阪大学 微生物病研究所 分子生物学分野 教授　　�大阪大学 微生物病研究所 分子生物学分野 教授　　原原
はらはら

　　　　英英
えい　じえい　じ

二二先生先生
　なぜ人は年をとるにつれて病気になりやすくなるのでしょうか。近年の分子細胞生物学の研究から、
その一つの答えとして「細胞老化」という現象が注目されています。
　細胞老化とは、傷ついたり過剰なストレスにさらされたりした結果、細胞分裂を永久に停止した状態
のことです。こうした細胞（老化細胞）は加齢とともに体内に蓄積し、炎症性物質を分泌することで周
囲の組織を傷め、がんを含めた様々な加齢性疾患の発症を促進することが分かってきました。このた
め、現在、老化細胞を選択的に除去する薬剤（セノリティック薬）の開発が世界中で進んでいます。
　しかし一方で、老化細胞の中には組織の恒常性維持に重要な働きをするものも存在し、一律の除去は
必ずしも有益でない可能性も示唆されるようになってきています。本講演では、細胞老化の仕組みと体
内での役割について紹介するとともに、セノリティック治療の現状と課題についてもお話しします。
� 【原　記】

JR元町駅
阪神元町駅

大丸神戸店

兵庫県
農業会館

栄町通

国道２号線

神戸フコク生命
海岸通ビル

南京町

元町商店街

鯉
川
筋

メ
リ
ケ
ン
ロ
ー
ド

地下
鉄海
岸線

旧居留地・
大丸前駅

ト
ア
ロ
ー
ド

会
場
地
図

【住所】神戸市中央区海岸通１―２―31
【交通】JR・阪神元町駅から南へ徒歩７分、
　　　　神戸三宮駅から徒歩20分

〈歯科技工所ベースアップ支援料
� （歯技ベア）〉
Ｑ１　歯科技工所ベースアップ支援
料（歯技ベア）については、１装置
につき、装着の算定時に算定する取
り扱いであるが、以下の装置におけ
る取り扱いはどのようになるのか。
（５月８日付疑義解釈その５より）
①磁性アタッチメントを支台装置と
する有床義歯を装着する際に、キー
パー付き根面板と有床義歯に対して
それぞれ装着料を算定した場合
②帯環を含む固定式矯正装置を装着
する際に、それぞれ装着料を算定す
る場合
Ａ１　①キーパー付き根面板と有床
義歯（磁石構造体を含む）は別装置
であるため、有床義歯とキーパー付
き根面板の装着料の算定時に、歯技
ベアはそれぞれ算定できます。
②帯環と固定式矯正装置は同一装置
であるため、歯技ベアは１回算定し
ます。
Ｑ２　歯技ベアについて、届出する
ように歯科技工所から言われたが点
数の概略を知りたい。
Ａ２　歯技ベアは、歯科技工所に所
属する歯科技工士の賃金の改善の実
施について評価したものです。院内
技工の歯科技工士は対象外です。保
険診療の補綴物等の製作を委託して
いる歯科技工所と連携の上で、施設
基準の届出を保険医療機関が行い、
届出した医療機関の歯科医師から交
付された歯科技工指示書に基づき、
補綴物等の製作や修理などを委託し
た場合、装着日に１装置につき15点
（来年６月から30点）を算定しま
す。 この15点150円は消費税込で
す。医療機関の収入にはできません
ので全額委託先の歯科技工所に渡し

ます。なお、患者が未来院になり装
着できなかった場合は、その後の未
来院請求時に算定できます。補管期
間中の再作製は保険請求ができない
ため15点も算定できません。そのつ
ど歯科技工所に連絡する必要があり
ます。
　複数委託先がある場合、連携でき
ていない歯科技工所の分は算定でき
ないようその都度レセコンから点数
を削除する必要があり面倒です。個
人開業の歯科技工所も活用いただけ
ますが、仕組みをよくご存じない場
合もあります。本来国が周知すべき
ですが、受け取っていただけるよう
医療機関側からご説明ください。
　装着料が含まれる口腔内装置、支
台築造、暫間歯冠補綴装置、３次元
プリント有床義歯、口蓋補綴、顎補
綴（ホッツ床に限る）、広範囲顎骨
支持型補綴、保定装置のフィクスド
リテーナー、トルキングアーチにつ
いては、それぞれの算定日に算定し
ます。
　「実績報告書」（様式102）は、毎
年８月に届出医療機関が提出しま
す。（まずは来年８月に、2026年６
月から2027年５月までの算定実績を
報告）。レセコンによっては委託先
の歯科技工所を登録した上で技工所
別の算定一覧の作成ができるようで
すので活用してください。歯科技工
所と双方で毎月の算定回数を確認し
合うことをおすすめします。
　協会は、歯科技術料、補綴点数の
大幅引き上げと患者負担減で、歯科
技工所と歯科医療機関の窮状に国が
責任ある対応をすることを求めると
ともに、歯科技工士の処遇改善目的
とはいえ、このような事務的に煩雑
なルールについては厚労省に改善を
求めます。

歯科歯科 ⑤新点数新点数ＱＱ＆＆ＡＡ
　
国
際
部
は
５
月
10
日
、

「M
edical English

（
英
語
で
診

療
）
研
修
会
」
を
協
会
会
議
室
と

オ
ン
ラ
イ
ン
で
開
催
。「Acute 

Abdomen

～
急
性
腹
症
～
」
を
テ

ー
マ
と
し
、M

r. R
obert 

Conroy

が
講
師
を
つ
と
め
、
医
師

・
歯
科
医
師
・
医
療
ス
タ
ッ
フ
ら

29
人
が
参
加
し
た
。

　
ま
ず
、
患
者
が
急
性
の
腹
痛
を

訴
え
た
際
に
想
定
さ
れ
る
〝Viral 

gastroenteritis

（
ウ
イ
ル
ス
性

腸

炎

）
〟

や
〝A

c
u

te 
diverticulitis

（
急
性
憩
室
炎
）〟

つ
い
て
質
問
が
出
さ
れ
、M

r. 
Conroy

が
〝How can I help 

you?

〟
と
い
っ
た
自
然
な
フ
レ
ー

ズ
を
紹
介
し
た
。

な
ど
の
単
語
や
、〝I feel 

nauseous

（
吐
き
気
が
す

る
）〟
な
ど
患
者
が
よ
く
使

う
フ
レ
ー
ズ
を
紹
介
。

　
そ
の
後
、
腹
痛
で
ク
リ
ニ

ッ
ク
を
受
診
す
る
患
者
と
の

や
り
と
り
を
想
定
し
た
ス
キ

ッ
ト
を
も
と
に
、
ロ
ー
ル
プ

レ
イ
を
実
施
。
参
加
者
は
ス

キ
ッ
ト
の
英
訳
、
日
本
語
訳

に
挑
戦
し
た
。
ま
た
、
ス
キ

ッ
ト
に
は
入
院
す
る
こ
と
に

な
っ
た
患
者
が
友
人
に
連
絡

を
取
る
場
面
も
含
ま
れ
、
日

常
的
な
フ
レ
ー
ズ
や
言
い
回

し
も
練
習
し
た
。

　
最
後
に
、
参
加
者
か
ら
受

付
か
ら
患
者
へ
の
声
か
け
に

参
加
者
ら
が
急
性
腹
症
の
患
者
対
応
を
想
定

し
た
ロ
ー
ル
プ
レ
イ
で
医
療
英
語
を
学
ん
だ

お申し込み・お問い合わせは、☎078－393－1807 政策部まで

第55回保団連夏季セミナー参加者募集第55回保団連夏季セミナー参加者募集
日　時　８月１日（土）～８月２日（日）＊参加費協会負担
会　場　�東京・都市センターホテル（千代田区平河町２－４－１、地下鉄 

「麹町」「永田町」徒歩約４分）または、Web視聴
〈第１日目〉８月１日（土）全体会　18時30分～21時00分
　�記念講演「よい会社、よい経営者、よい経営環境をめざす中小企業家同友

会の学びと実践－私と中同協が歩んだ道」（仮）、（演者）広浜　泰久氏
（株式会社ヒロハマ代表取締役会長、中小企業家同友会全国協議会会長）
〈第２日目〉８月２日（日）講座とシンポジウム　９時30分～15時30分
　○午前の部〈講座〉（いずれか一つ選択）
　　�財政民主主義で国民皆保険を守れるか（仮）／高市政権の目指す憲法改正と

高市総理の憲法観・政治姿勢など（仮）／女性初首相の誕生で、日本のジェ
ンダー平等は進んだのか（仮）／2026年度歯科診療報酬改定について

　○�午後の部〈シンポジウム〉テーマ「人口減少に立ち向かい、地域医療
を再建する～地域の再建、医療者偏在など～」（仮）

国際部　Medical English研修会

診療現場で役立つ
英語表現を学ぶ

ぜひ足をお運びください！

《ご略歴・プロフィール》1993年東京理科大学大
学院博士課程修了（理学博士）。米国・英国など
での研究を経て、徳島大学教授、公益財団法人が
ん研究会がん研究所がん生物部部長を歴任。2015
年より大阪大学微生物病研究所分子生物学分野教
授（免疫学フロンティア研究センター老化生物学
教授兼任）。専門は分子生物学・分子腫瘍学。主
な受賞に日本癌学会JCA-Mauvernay Award（2014
年）、高松宮妃癌研究基金学術賞（2021年）、文部
科学大臣表彰科学技術賞（研究部門、2025年）
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５
月
17
日
に
開
催
さ
れ
た
第

１
０
７
回
評
議
員
会
の
理
事
長

あ
い
さ
つ
・
発
言
・
執
行
部
答

弁
の
要
旨
を
掲
載
す
る
。

第107回評議員会　詳報

命・健康守るため運動すすめる命・健康守るため運動すすめる
理
事
長
あ
い
さ
つ

理
事
長
あ
い
さ
つ

発　
　

言　

発　
　

言　
（
順
不
同
）

（
順
不
同
）

医
療
改
悪
の
波

現
場
の
連
帯
で
押
し
戻
そ
う

理
事
長　
　

西
山　

裕
康

　

診
療
報
酬
改
定
は
全
体
で
プ
ラ

ス
２
・
22
％
と
さ
れ
た
が
、
医
療

機
関
の
経
営
改
善
に
は
到
底
及
ば

な
い
内
容
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
以
前
よ
り
10
％
増
の
要
求
を
掲

げ
、
今
や
医
療
界
の
共
通
要
求
と

な
っ
て
い
る
が
医
療
現
場
の
切
実

な
要
求
は
依
然
と
し
て
無
視
さ
れ

て
い
る
。
公
的
・
私
的
、
病
院
・

診
療
所
を
問
わ
ず
、
大
半
が
赤
字

経
営
で
あ
る
現
況
は
、
個
別
の
経

営
問
題
で
は
な
く
、
構
造
そ
の
も

の
の
問
題
で
あ
る
。
一
方
、
保
険

外
診
療
へ
と
活
路
を
誘
導
さ
れ
る

方
向
に
も
危
険
が
伴
う
。

　

中
東
情
勢
の
緊
迫
に
伴
い
、
石

油
化
学
製
品
を
原
料
と
す
る
医
療

物
資
の
供
給
停
滞
が
押
し
寄
せ
て

い
る
。
本
会
調
査
で
は
、
84
％
の

医
療
機
関
が
供
給
に
支
障
あ
り
と

回
答
し
、
一
部
で
は
手
術
の
延
期

や
処
置
の
中
止
が
現
実
と
な
っ
て

い
る
。「
平
和
な
く
し
て
医
療
の

持
続
可
能
性
な
し
」
と
い
う
現
実

が
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。

　

政
府
は
現
役
世
代
の
負
担
軽
減

を
新
た
な
公
約
と
し
て
、
さ
ら
な

る
医
療
費
抑
制
と
「
負
担
増
・
給

付
減
」
を
推
し
進
め
よ
う
と
し
て

い
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
医
療
を

単
な
る
コ
ス
ト
と
み
な
す
潮
流
が

あ
る
。「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬
」
の
保

険
外
し
や
高
額
療
養
費
の
上
限
引

き
上
げ
な
ど
制
度
改
悪
で
経
済
的

理
由
に
よ
る
受
診
抑
制
や
治
療
中

断
が
、
社
会
的
弱
者
を
中
心
に
増

加
す
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

　

89
年
の
消
費
税
導
入
以
降
、
消

費
税
収
が
５
３
９
兆
円
に
達
す
る

一
方
で
、
法
人
税
は
３
１
４
兆
円

も
減
税
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
社

会
保
障
は
「
財
源
が
な
い
」
と
冷

　

一
部
保
険
外
療
養
制
度
の
創
設

は
、
国
民
皆
保
険
制
度
の
根
幹
を

揺
る
が
す
大
改
悪
で
あ
る
。

　

私
は
皮
膚
科
医
で
あ
る
が
、
保

湿
剤
、
ス
テ
ロ
イ
ド
な
ど
、
皮
膚

科
の
日
常
診
療
に
欠
か
せ
な
い
医

薬
品
が
77
成
分
中
42
成
分
を
占

め
、
大
問
題
で
あ
る
。

　

医
師
の
処
方
権
の
侵
害
で
あ

り
、
患
者
負
担
を
最
大
３
割
と
し

た
健
康
保
険
法
の
原
則
を
反
故
に

し
、
自
己
判
断
で
の
薬
剤
使
用
に

よ
っ
て
国
民
の
健
康
を
害
す
る
懸

念
が
あ
る
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
点
で

問
題
し
か
な
い
。
今
後
際
限
な
く

対
象
が
拡
大
し
、
さ
ら
な
る
自
己

負
担
増
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。

患
者
と
一
緒
に
反
対
の
声
を
上
げ

て
い
く
よ
う
頑
張
っ
て
い
こ
う
。

　

26
年
度
の
診
療
報
酬
改
定
に
つ

い
て
、
本
来
必
要
な
水
準
に
届
か

な
い
賃
上
げ
し
か
で
き
ず
、
上
昇

し
続
け
る
医
療
コ
ス
ト
に
対
し
全

く
不
足
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
で

は
優
秀
な
人
材
が
他
業
種
へ
流
出

し
、
医
療
現
場
に
は
ま
す
ま
す
人

が
集
ま
り
に
く
く
な
る
。

　

そ
し
て
Ｏ
Ｔ
Ｃ
医
薬
品
の
推
進

な
ど
に
よ
る
受
診
行
動
の
変
化
が

重
な
る
こ
と
で
、
医
療
機
関
の
経

営
、
人
材
確
保
、
そ
し
て
医
療
の

質
に
ま
で
甚
大
な
影
響
が
及
ぶ
可

 

（
５
面
へ
つ
づ
く
）

能
性
が
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
国

民
皆
保
険
制
度
そ
の
も
の
が
揺
ら

ぎ
、
極
め
て
大
き
な
課
題
を
抱
え

る
こ
と
に
な
る
。

　

西
宮
・
芦
屋
支
部
は
２
月
21
日

に
市
民
公
開
講
演
会
を
開
催
。
ウ

ク
ラ
イ
ナ
で
人
道
支
援
活
動
に
取

り
組
む
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
市
議
会
議

員
、
ウ
カ
シ
ュ
・
ヴ
ァ
ン
ト
ゥ
フ

氏
に
ご
講
演
い
た
だ
き
、
ウ
ク
ラ

イ
ナ
の
未
来
や
停
戦
に
向
け
た
考

え
に
つ
い
て
、
率
直
な
意
見
交
換

が
行
わ
れ
た
。
３
月
14
日
に
は
、

広
川
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
お
よ
び
林

医
院
に
お
い
て
、
毎
年
恒
例
の
東

日
本
・
能
登
半
島
地
震
被
災
地
交

流
物
産
・
物
品
展
を
開
催
し
た
。

　

今
後
も
、
会
員
の
先
生
方
は
も

ち
ろ
ん
、
ス
タ
ッ
フ
の
皆
さ
ん
の

　

当
支
部
で
は
３
月
、
毎
年
恒
例

の
市
民
公
開
映
画
上
映
会
と
学
習

会
「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
（
有
機
フ
ッ
素
化

合
物
）
汚
染
」
を
三
田
市
内
で
開

催
し
、
62
人
が
参
加
し
た
。
４
月

に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
年
収
の
壁
」

を
テ
ー
マ
に
、
松
田
力
税
理
士
に

講
演
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
三
田

市
内
で
改
定
研
究
会
を
開
催
し
、

医
科
・
歯
科
と
も
に
支
部
幹
事
が

講
師
を
務
め
、
１
４
２
人
が
参
加

し
て
盛
況
を
博
し
た
。

　

数
少
な
い
新
規
開
業
の
入
会
機

会
を
逃
さ
な
い
よ
う
、
例
会
で
い

ち
早
く
開
業
情
報
の
交
換
を
行

い
、
迅
速
な
訪
問
体
制
を
整
え
、

１
年
間
で
入
会
11
人
、
退
会
８

人
、
差
し
引
き
３
人
の
会
員
増
と

い
う
実
績
に
つ
な
が
っ
た
。

　

４
月
の
診
療
報
酬
改
定
研
究
会

で
は
、
会
場
47
人
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
で

３
３
７
人
と
他
地
域
か
ら
も
多
数

の
先
生
方
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い

た
。
改
め
て
厳
し
い
改
定
で
あ
っ

た
と
実
感
し
て
い
る
。

　

７
月
に
市
民
公
開
講
座
を
開
催

し
、「
認
知
症
と
地
域
社
会
」
を

テ
ー
マ
に
、
北
播
磨
総
合
医
療
セ

ン
タ
ー
の
濵
口
浩
敏
先
生
に
ご
講

演
い
た
だ
く
予
定
だ
。

　

支
部
役
員
会
等
で
開
業
予
定
な

ど
の
情
報
を
精
査
し
、
意
見
を
出

し
合
い
、
地
元
役
員
に
ご
協
力
い

た
だ
き
な
が
ら
、
入
会
に
結
び
つ

く
よ
う
取
り
組
ん
で
い
る
。
勤
務

医
対
策
と
し
て
は
、
北
播
磨
総
合

医
療
セ
ン
タ
ー
や
西
脇
市
立
病
院

と
い
っ
た
地
域
の
公
的
病
院
へ
ア

プ
ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
。

　

当
支
部
は
、
３
月
７
日
に
第
39

回
支
部
総
会
を
開
催
し
、
新
支
部

長
に
私
黒
瀬
を
、
新
幹
事
に
濵
上

知
宏
先
生
、
守
山
洋
司
先
生
を
選

出
し
た
。

　

記
念
企
画
「
但
馬
地
域
の
在
宅

医
療
の
未
来
を
語
る
」
で
は
、
３

人
の
先
生
方
に
話
題
提
供
を
い
た

だ
き
、
Ｚ
ｏ
ｏ
ｍ
と
あ
わ
せ
計
50

人
が
参
加
し
、
多
職
種
が
連
携
し

地
域
医
療
を
支
え
続
け
る
た
め
の

ア
イ
デ
ア
に
つ
い
て
意
見
を
出
し

合
っ
た
。

　

公
立
豊
岡
病
院
組
合
立
の
各
病

院
に
お
け
る
厳
し
い
経
営
状
況
が

伝
わ
っ
て
く
る
な
ど
、
地
域
医
療

の
先
行
き
は
予
断
を
許
さ
な
い
。

当
支
部
と
し
て
は
、
今
後
も
但
馬

の
地
域
医
療
を
守
る
た
め
議
論
を

尽
く
し
、
新
体
制
一
丸
と
な
っ
て

取
り
組
ん
で
い
く
。

　

当
支
部
で
は
12
月
、
恒
例
の
親

睦
バ
ス
ツ
ア
ー
「
須
磨
シ
ー
ワ
ー

ル
ド
・
ラ
ン
チ
バ
イ
キ
ン
グ
と
シ

ョ
ッ
ピ
ン
グ
満
喫
日
帰
り
バ
ス
ツ

ア
ー
」
を
開
催
し
、
会
員
や
そ
の

家
族
ら
28
人
が
参
加
し
、
大
変
好

評
で
あ
っ
た
。

　

２
月
に
は
在
宅
ケ
ア
研
究
会

「
在
宅
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
に
お
け

る
か
か
り
つ
け
医
と
調
剤
薬
局
の

連
携
強
化
を
目
指
し
て
」
を
、
県

薬
剤
師
会
淡
路
支
部
と
共
催
で
開

催
し
た
。

　

２
月
に
は
会
員
懇
談
会
「
Ａ
Ｉ

審
査
時
代
の
審
査
指
導
対
策
」
を

開
催
し
、
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

他
の
支
部
で
も
開
催
を
検
討
す
る

こ
と
を
提
案
し
た
い
。

　

子
ど
も
医
療
費
に
つ
い
て
県
内

で
高
３
ま
で
所
得
制
限
な
し
で
通

院
・
入
院
と
も
に
無
償
の
自
治
体

が
７
割
に
上
っ
て
い
る
が
、
宝
塚

市
は
こ
の
流
れ
に
逆
行
し
、
財
政

難
を
理
由
に
見
直
し
（
有
料
化
）

を
検
討
し
て
い
る
。

　

昨
年
４
月
の
市
長
選
挙
に
お
い

て
、
市
長
候
補
で
あ
っ
た
森
氏
か

ら
「
原
則
と
し
て
高
校
３
年
生
ま

で
の
完
全
無
償
化
を
進
め
た
い
」

と
の
前
向
き
な
意
向
が
示
さ
れ
た

た
め
、
当
支
部
と
し
て
支
持
を
表

明
し
た
経
緯
が
あ
り
、
今
回
の
方

針
転
換
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
る
。

支
部
は
子
ど
も
た
ち
の
命
を
守
る

た
め
、
開
業
医
の
立
場
か
ら
毅
然

と
声
を
上
げ
て
い
く
。

　

現
在
の
医
療
現
場
を
取
り
巻
く

状
況
は
、
茹
で
ガ
エ
ル
の
状
態
に

あ
る
。
じ
わ
じ
わ
と
真
綿
で
首
を

絞
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
医
療
現
場

は
日
々
疲
弊
し
て
い
る
。
政
府
は

今
、
国
民
が
安
心
し
て
暮
ら
す
た

め
の
保
険
医
療
の
基
盤
を
壊
し
、

開
業
医
を
追
い
詰
め
、
患
者
か
ら

引
き
離
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
医
療
費
削
減
政
策
の

延
長
線
上
に
あ
る
、
あ
ま
り
に
も

強
引
な
デ
ジ
タ
ル
庁
主
導
の
政
策

に
対
し
、
立
ち
上
が
っ
た
「
オ
ン

ラ
イ
ン
資
格
確
認
義
務
不
存
在
確

認
訴
訟
」
控
訴
審
が
い
よ
い
よ
６

月
10
日
、
結
審
を
迎
え
る
。

　

国
側
は
高
裁
の
法
廷
で
一
言
も

ま
と
も
な
反
論
を
し
て
お
ら
ず
、

わ
れ
わ
れ
は
勝
訴
へ
の
階
段
を
上

っ
て
い
る
と
確
信
し
て
い
る
。
皆

様
、
引
き
続
き
の
ご
支
援
と
闘
争

へ
の
備
え
を
お
願
い
し
た
い
。

　

障
害
の
あ
る
児
童
を
養
育
す
る

家
庭
を
支
え
る
制
度
「
特
別
児
童

扶
養
手
当
」
の
診
断
書
を
作
成
し

　

震
災
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害
者
に
関

し
、
国
や
自
治
体
は
ま
と
も
な
調

査
を
行
わ
ず
、
対
策
は
何
一
つ
講

じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

元
神
戸
新
聞
の
記
者
に
よ
る
調

査
報
道
で
、
石
綿
健
康
被
害
救
済

制
度
に
よ
っ
て
認
定
さ
れ
た
被
害

者
の
う
ち
、
阪
神
・
淡
路
大
震
災

を
経
験
し
た
人
が
数
十
人
に
上
る

こ
と
が
分
か
っ
た
。
住
民
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
も
含
ま
れ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
自
治
体
に
、
低
線

量
Ｃ
Ｔ
に
よ
る
ア
ス
ベ
ス
ト
検
診

を
行
う
こ
と
、
肺
が
ん
検
診
の
問

診
票
に
震
災
関
連
の
項
目
を
追
加

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

会
員
の
皆
様
に
は
昨
年
、
環
境

公
害
対
策
部
で
作
成
し
た
ポ
ス
タ

ー
を
ク
リ
ニ
ッ
ク
の
待
合
室
な
ど

に
掲
示
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

大
問
題
の「
Ｏ
Ｔ
Ｃ
類
似
薬｣

一
部
保
険
外
療
養

尼崎支部
増田 理恵
評議員

不
十
分
な
改
定
に
よ
る
賃
上
げ

医
療
の
質
に
影
響

北阪神支部
谷口 紀善
評議員

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
現
状

市
民
講
演
会
を
継
続

西宮・芦屋支部
坂尾 将幸
評議員

「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
」
で

映
画
上
映
＆
学
習
会

北摂・丹波支部
安部 治郎
評議員

支
部
の
改
定
研
究
会

Ｗ
ｅ
ｂ
併
用
で
４
０
０
人

北播支部
林 武志
評議員

Ａ
Ｉ
審
査
の
会
員
懇
談
会

ぜ
ひ
他
支
部
で
も淡路支部

大橋 明
評議員

オ
ン
資
訴
訟

大
き
な
ご
支
援
を

歯科部会・北阪神支部
島津 俊二
評議員

特
別
児
童
扶
養
手
当

認
定
基
準
の
改
善
を

政策部
岡本 真吾
評議員代理

震
災
ア
ス
ベ
ス
ト
被
害

早
期
発
見
へ
対
策
を

環境・公害対策部
上田 進久
評議員

宝
塚
市
の
子
ど
も
医
療
費

有
料
化
に
声
上
げ
る

北阪神支部
大森 英夫
評議員

但
馬
の
地
域
医
療
守
る
た
め

新
体
制
で
取
り
組
む但馬支部

黒瀬 博計
予備評議員

て
も
「
不
支
給
」
と
な
る
ケ
ー
ス

が
多
い
。
県
内
で
不
支
給
と
な
っ

た
方
が
大
阪
府
へ
転
居
後
、
同
じ

内
容
で
申
請
し
支
給
決
定
と
な
っ

た
事
例
も
あ
り
、
と
り
わ
け
兵
庫

県
で
は
認
定
基
準
が
極
め
て
厳
し

い
の
で
は
な
い
か
。

　

協
会
で
会
員
対
象
の
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
を
実
施
し
、
診
断
書
の
作

成
経
験
を
持
つ
医
師
の
62
・
５
％

が
「
認
定
基
準
が
厳
し
い
」
と
回

答
す
る
な
ど
、
多
く
の
先
生
方
が

現
在
の
認
定
基
準
や
審
査
プ
ロ
セ

ス
に
強
い
疑
問
を
抱
い
て
い
る
と

明
ら
か
と
な
っ
た
。

　

認
定
基
準
や
審
査
プ
ロ
セ
ス
の

可
視
化
、
現
場
の
医
師
の
意
見
の

反
映
、
そ
し
て
基
準
の
全
国
統
一

化
を
求
め
、
国
や
県
に
対
し
て
速

や
か
に
懇
談
を
申
し
入
れ
た
い
。

遇
さ
れ
る
一
方
で
、
防
衛
費
は
急

速
に
拡
大
し
て
い
る
。
こ
の
財
政

の
歪
み
こ
そ
が
、
医
療
危
機
の
根

本
原
因
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

医
療
機
関
は
地
域
に
お
け
る
最

大
級
の
公
共
の
場
で
あ
り
、
経
済

の
下
支
え
機
能
を
果
た
し
て
い

る
。
社
会
保
障
は
コ
ス
ト
で
は
な

く
、
国
民
の
命
と
生
活
を
支
え
、

地
域
社
会
を
維
持
す
る
た
め
に
優

先
的
に
財
源
を
配
分
す
べ
き
不
可

欠
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
。
こ

の
点
は
力
強
く
発
信
し
て
い
き
た

い
。

　

一
人
で
は
変
え
ら
れ
な
い
医
療

改
悪
の
波
も
現
場
の
声
を
束
ね
て

連
帯
す
る
こ
と
で
、
必
ず
押
し
戻

す
こ
と
が
で
き
る
。
引
き
続
き
、

会
員
の
皆
様
に
と
っ
て
パ
ワ
ー
と

な
り
、
役
に
立
ち
、
得
を
す
る
協

会
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
全
力
を

尽
く
す
所
存
で
あ
る
。

多
彩
な
ニ
ー
ズ
に
応
え
ら
れ
る
よ

う
、
多
様
な
取
り
組
み
を
展
開
し

て
い
き
た
い
。
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（
４
面
か
ら
の
つ
づ
き
）

断
じ
て
容
認
で
き
な
い

「
格
差
医
療
」

西
山
裕
康
理
事
長

　

増
田
評
議
員
の
、
皮
膚
科
診
療

の
最
前
線
か
ら
国
民
の
健
康
を
守

る
立
場
と
し
て
の
切
実
な
懸
念
に

深
く
共
感
す
る
。
医
師
の
正
当
な

処
方
権
を
侵
害
し
、
患
者
の
経
済

格
差
に
よ
っ
て
受
け
ら
れ
る
医
療

に
差
が
つ
く
「
格
差
医
療
」
は
、

公
的
医
療
の
理
念
に
照
ら
し
断
じ

て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　

谷
口
評
議
員
、
改
定
の
本
質
を

鋭
く
突
く
形
で
、
改
定
と
医
療
の

持
続
可
能
性
に
つ
い
て
の
ご
指
摘

を
い
た
だ
き
感
謝
す
る
。
今
後

も
、
真
に
持
続
可
能
な
診
療
報
酬

体
系
へ
の
抜
本
的
転
換
を
、
政
府

に
対
し
強
く
迫
っ
て
い
く
。

　

坂
尾
評
議
員
、
西
宮
・
芦
屋
支

部
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
支
援
、
被
災
地

交
流
と
い
っ
た
、
医
療
の
枠
を
超

え
た
人
道
的
・
社
会
的
な
取
り
組

み
は
、
地
域
社
会
に
お
け
る
協
会

の
存
在
感
と
信
頼
を
大
い
に
高
め

る
素
晴
ら
し
い
活
動
で
あ
る
。

　

安
部
評
議
員
、
北
摂
・
丹
波
支

部
の
「
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
汚
染
」
問
題
な

ど
住
民
の
健
康
に
直
結
す
る
課
題

へ
の
取
り
組
み
は
、
ま
さ
に
「
頼

り
に
な
る
協
会
」
を
住
民
と
つ
な

ぐ
絶
好
の
機
会
で
あ
る
。

　

北
播
支
部
の
林
評
議
員
、
地
域

ご
と
の
医
療
提
供
体
制
の
再
編
が

激
し
さ
を
増
す
中
、
支
部
の
先
生

方
が
一
丸
と
な
っ
て
最
新
の
情
報

共
有
を
行
わ
れ
る
こ
と
は
会
員
の

皆
様
の
経
営
と
診
療
を
守
る
た
め

の
最
大
の
武
器
と
な
る
。

　

綱
島
評
議
員
か
ら
の
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
対
策
や
接
遇
研
修
の
提
案

は
、
現
在
の
経
営
課
題
に
即
し
た

重
要
な
視
点
で
あ
る
。
西
播
社
保

協
に
よ
る
「
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ

ン
」
の
継
続
は
、
地
域
運
動
の
要

と
な
る
活
動
で
あ
る
。

　

黒
瀬
予
備
評
議
員
、
新
支
部
長

へ
の
ご
就
任
に
際
し
、
祝
意
を
表

す
と
と
も
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

新
幹
事
の
先
生
方
と
と
も
に
、
支

部
を
力
強
く
け
ん
引
し
て
い
た
だ

く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

大
橋
評
議
員
、
淡
路
支
部
の
Ａ

Ｉ
審
査
時
代
の
対
策
に
関
す
る
知

見
は
、
全
県
の
会
員
が
共
有
す
べ

き
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
。

　

大
森
評
議
員
、
宝
塚
市
に
お
け

る
時
代
に
逆
行
し
た
子
ど
も
医
療

費
有
料
化
と
い
う
不
当
な
動
き
に

対
し
、
支
部
が
検
討
さ
れ
て
い
る

市
長
へ
の
懇
談
申
し
入
れ
を
執
行

部
と
し
て
も
支
持
す
る
。

　

島
津
評
議
員
、
医
療
現
場
の
切

実
な
「
悲
鳴
」
と
も
言
え
る
、
重

み
の
あ
る
ご
意
見
に
感
謝
す
る
。

「
茹
で
ガ
エ
ル
」
の
ま
ま
終
わ
る

つ
も
り
は
な
い
。
運
動
を
さ
ら
に

強
化
・
継
続
し
て
い
く
。

　

岡
本
評
議
員
代
理
の
提
案
で
得

ら
れ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
を
強
力

な
武
器
と
し
、
国
や
県
に
対
し
改

善
を
強
く
迫
っ
て
い
く
。

　

上
田
評
議
員
、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
か
ら
30
年
を
機
に
、
震
災
ア

ス
ベ
ス
ト
被
害
の
早
期
発
見
と
対

策
に
つ
い
て
の
深
刻
な
課
題
を
浮

き
彫
り
に
し
て
い
た
だ
い
た
。
被

害
防
止
と
対
策
に
全
力
で
取
り
組

ん
で
い
く
。

　

幸
田
理
事
の
政
策
研
究
会
へ
の

熱
烈
な
呼
び
か
け
に
感
謝
す
る
。

　

水
間
理
事
、
国
籍
や
出
自
に
関

わ
ら
ず
誰
も
が
安
心
し
て
医
療
に

か
か
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
、
活
動

の
輪
を
広
げ
て
い
こ
う
。

　

郷
地
理
事
、
反
核
・
平
和
の
活

動
を
、
日
常
の
医
療
活
動
と
不
可

分
な
最
優
先
の
課
題
と
し
て
、
全

県
的
な
運
動
と
し
て
強
力
に
推
進

し
て
い
く
。

　

清
水
理
事
は
、
こ
の
た
び
20
年

以
上
に
わ
た
る
研
究
部
長
を
後
輩

に
譲
ら
れ
る
。
会
内
外
共
に
評
価

の
高
い
研
究
部
活
動
は
、
先
生
の

た
ゆ
ま
な
い
努
力
の
お
か
げ
で
あ

る
。
先
生
の
多
大
な
る
貢
献
に
、

会
を
代
表
し
て
深
く
感
謝
す
る
。

　

宮
武
副
理
事
長
、
よ
り
一
層

「
頼
り
に
な
り
、
役
に
立
つ
協

会
」
を
共
に
創
り
上
げ
よ
う
。

　

今
次
診
療
報
酬
改
定
に
つ
い

て
、
ス
タ
ッ
フ
の
賃
上
げ
や
歯
科

技
工
士
の
処
遇
改
善
に
向
け
て
国

が
動
い
た
こ
と
は
重
要
だ
が
、
ベ

ー
ス
ア
ッ
プ
評
価
料
の
算
定
手
続

き
は
極
め
て
煩
雑
で
、
特
に
新
設

さ
れ
た
「
歯
科
技
工
所
連
携
ベ
ー

ス
ア
ッ
プ
支
援
料
」
は
歯
科
医
院

に
多
大
な
労
力
を
強
い
る
も
の

で
、
強
い
憤
り
を
感
じ
る
。

　

歯
科
訪
問
診
療
で
は
切
削
器
具

等
、
重
装
備
で
消
耗
品
の
コ
ス
ト

負
担
も
大
き
い
が
、
改
定
で
新
設

さ
れ
た
「
物
価
対
応
料
」
は
医
科

の
訪
問
診
療
で
は
算
定
で
き
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
歯
科
で
は
算
定

対
象
外
と
さ
れ
て
い
る
。

　

不
合
理
の
解
消
に
向
け
、
今
後

も
声
を
上
げ
て
い
く
。

　

ロ
シ
ア
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ス
ラ

エ
ル
ら
核
保
有
国
に
よ
る
非
核
保

有
国
へ
の
侵
略
戦
争
や
軍
事
侵
攻

が
続
き
、
核
が
権
力
の
象
徴
で
あ

る
か
の
よ
う
な
風
潮
が
見
ら
れ
、

「
核
抑
止
論
」
が
ま
か
り
通
っ
て

い
る
。
残
念
な
が
ら
日
本
政
府
は

米
国
に
追
従
し
、「
戦
争
が
で
き

る
国
づ
く
り
」
へ
突
き
進
ん
で
い

る
。
核
戦
争
を
防
止
す
る
兵
庫
県

医
師
の
会
で
は
、
こ
う
し
た
事
態

が
生
じ
る
た
び
米
国
大
使
館
や
日

　

26
年
度
診
療
報
酬
改
定
に
あ
た

り
、
各
支
部
で
医
科
新
点
数
研
究

会
と
Ｑ
＆
Ａ
研
究
会
を
全
15
会
場

で
実
施
し
、
前
々
回
や
前
回
よ
り

大
幅
に
多
い
、
の
べ
２
２
３
２
医

療
機
関
３
５
２
０
人
の
参
加
を
い

た
だ
い
た
。
各
会
場
で
は
患
者
負

担
増
に
反
対
す
る
署
名
が
２
６
４

０
筆
も
寄
せ
ら
れ
た
。
今
後
は
通

院
・
在
宅
精
神
療
法
の
４
割
減
算

規
定
な
ど
へ
寄
せ
ら
れ
た
切
実
な

声
を
も
と
に
、
不
合
理
是
正
に
向

け
て
強
く
取
り
組
ん
で
い
く
。

　

第
35
回
日
常
診
療
経
験
交
流
会

は
10
月
25
日
に
開
催
す
る
。
メ
イ

ン
テ
ー
マ
は
「
国
民
皆
保
険
65

年
、
今
ま
で
と
こ
れ
か
ら
」
で
、

分
科
会
の
演
題
・
座
長
へ
積
極
的

な
応
募
を
お
願
い
し
た
い
。
９
月

に
は
プ
レ
企
画
「
救
急
フ
ェ
ス

タ
」
も
予
定
し
て
い
る
。

　

５
月
31
日
、
ク
レ
デ
ィ
・
ア
グ

リ
コ
ル
証
券
の
会
田
卓
司
先
生
を

お
招
き
し
、
政
策
研
究
会
を
開
催

す
る
の
で
、
ぜ
ひ
ご
参
加
い
た
だ

き
た
い
。

　

会
田
先
生
は
、
赤
字
国
債
の
元

本
返
済
を
歳
出
に
計
上
す
る
こ
と

は
「
国
際
基
準
で
は
な
い
」
と
指

摘
さ
れ
、
政
府
の
歳
出
構
造
、
特

に
社
会
保
障
費
な
ど
の
予
算
枠
の

違
っ
た
捉
え
方
を
紹
介
さ
れ
て
い

る
。「
お
金
と
は
何
か
」
と
い
う

問
い
に
対
す
る
答
え
の
一
助
と
し

て
い
た
だ
き
、
そ
し
て
、
医
療
や

　

国
際
部
で
は
昨
年
に
続
き
西
宮

・
芦
屋
支
部
が
長
年
行
っ
て
き
た

「
メ
デ
ィ
カ
ル
・
イ
ン
グ
リ
ッ
シ

ュ
」
拡
大
版
を
５
月
に
行
い
、
同

支
部
と
の
共
催
で
市
民
公
開
学
習

会
も
精
力
的
に
開
催
し
た
。

　

２
月
に
は
、
韓
国
の
「
大
邱
市

医
師
会
」
の
先
生
方
と
熱
意
あ
る

交
流
会
を
開
催
。
ま
た
、
同
志
社

大
学
の
三
牧
聖
子
教
授
を
講
師
に

講
演
会
「
ト
ラ
ン
プ
時
代
の
平
和

の
展
望
」
を
開
催
し
、
盛
況
で
あ

っ
た
。
昨
年
ご
講
演
い
た
だ
い
た

「
移
住
者
と
連
帯
す
る
全
国
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
」
の
鳥
井
一
平
氏
か
ら

の
呼
び
か
け
に
応
じ
、「
ヘ
イ
ト

に
Ｎ
Ｏ
！
全
国
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」

へ
の
賛
同
を
決
定
し
た
。

　

今
後
も
、
在
住
外
国
人
が
安
心

し
て
医
療
を
受
け
ら
れ
る
環
境
づ

く
り
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

　

改
定
対
策
、
共
済
加
入
の
推
進

な
ど
が
実
を
結
び
、
会
員
数
は
５

月
14
日
現
在
７
７
７
６
人
と
な
っ

た
。
４
月
は
82
人
の
入
会
を
記
録

し
、
月
82
人
の
入
会
は
協
会
の
歴

史
で
初
め
て
の
快
挙
で
あ
る
。
各

部
、
各
支
部
の
ご
尽
力
に
改
め
て

　

川
村
評
議
員
が
ご
発
言
い
た
だ

い
た
現
在
の
歯
科
医
療
の
危
機
的

状
況
に
つ
い
て
、
今
す
ぐ
抜
本
的

な
再
改
定
や
基
本
診
療
料
の
引
き

上
げ
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
安
定
し

た
国
民
医
療
の
提
供
体
制
そ
の
も

の
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
。「
歯
科

技
工
所
連
携
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
支
援

料
」
の
課
題
、
訪
問
診
療
に
お
け

る
不
条
理
な
差
別
格
差
も
深
刻
で

あ
る
。

　

必
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
歪

み
を
生
み
出
す
歯
科
医
療
費
の
抜

本
的
拡
大
で
あ
る
。
患
者
一
部
負

担
金
の
軽
減
・
無
償
化
の
運
動
と

セ
ッ
ト
で
進
め
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

歯
科
診
療
報
酬

不
合
理
是
正
求
め
る

歯科部会
川村 一喜
評議員

被
爆
者
の
体
験
語
り
継
ぎ

核
抑
止
論
に
反
論
を

反核・平和部
郷地 秀夫
理事

改
定
研
究
会
に

３
０
０
０
人
超
が
参
加

研究部
清水 映二
理事

ネ
ッ
ト
口
コ
ミ
対
策

懇
談
会
が
好
評姫路・西播支部

綱島 武彦
評議員

（宇野千里評議員代読）

在
住
外
国
人
が
安
心
し
て

医
療
受
け
ら
れ
る
日
本
に

国際部
水間 美宏
理事

改
定
・
共
済
等
で

過
去
最
高
の
入
会

組織部・共済部
宮武 博明
副理事長

歯
科
医
療
費
の

抜
本
的
拡
大
を

（歯科部会長）

川村 雅之
副理事長

会
田
卓
司
先
生
の

政
策
研
へ
ご
参
加
を

政策部
幸田 雄策
理事

社
会
保
障
の
充
実
を
勝
ち
取
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
政
府
に
対
し
抗
議
し
て
き
た
。

ま
た
、
神
戸
で
被
爆
者
の
方
々
が

国
を
相
手
に
闘
う
「
原
爆
症
認
定

訴
訟
」
を
支
援
し
て
い
る
。

　

被
爆
者
の
方
々
の
凄
惨
な
体
験

を
語
り
継
ぎ
、
広
げ
る
こ
と
は
わ

れ
わ
れ
の
重
大
な
責
務
だ
。

感
謝
申
し
上
げ
る
。

　

５
月
14
日
に
は
神
戸
市
立
西
神

戸
医
療
セ
ン
タ
ー
に
多
大
な
る
ご

協
力
を
い
た
だ
き
、
ラ
イ
フ
プ
ラ

ン
セ
ミ
ナ
ー
を
院
内
で
実
施
し
、

20
人
も
の
勤
務
医
の
先
生
方
に
熱

心
に
耳
を
傾
け
て
い
た
だ
い
た
。

今
後
も
こ
う
し
た
取
り
組
み
を
通

じ
、
協
会
の
知
名
度
を
さ
ら
に
高

め
て
い
く
。

　

当
支
部
で
は
２
月
に
会
員
懇
談

会
「
日
常
診
療
・
医
院
経
営
で
知

っ
て
お
き
た
い
法
的
知
識
」
を
開

催
し
、
16
人
が
参
加
。
近
年
、
大

き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト

の
ク
チ
コ
ミ
へ
の
対
応
に
つ
い
て

具
体
的
な
解
説
を
い
た
だ
い
た
。 

　

４
月
に
は
、
診
療
報
酬
改
定
研

究
会
を
、
若
手
の
先
生
方
の
ご
協

力
も
い
た
だ
き
医
科
外
来
・
入

院
、
歯
科
の
そ
れ
ぞ
れ
で
開
催

し
、
今
後
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
テ
ー

マ
と
し
た
研
究
会
を
予
定
し
て
い

る
。

　

西
播
社
会
保
障
推
進
協
議
会

は
、
高
森
支
部
長
を
中
心
に
今
年

も
自
治
体
キ
ャ
ラ
バ
ン
を
実
施
す

る
。
各
自
治
体
に
、
子
ど
も
の
医

療
費
助
成
の
拡
充
や
補
聴
器
購
入

補
助
の
創
設
・
拡
充
な
ど
を
力
強

く
要
求
し
て
い
く
。

会
員
訃
報

ご
冥
福
を
お
祈
り

 

申
し
上
げ
ま
す

谷
村　

幸
三
先
生

川
西
市　

眼
科

５
月
13
日 

享
年
77
歳

歯
科
医
院
譲
渡

◇ 

丹
波
市
柏
原
町
柏
原
２
８

６
９
―
３

◇ 

２
階
建
の
１
階
部
分
約
37

坪
◇ 

土
地
面
積　

１
３
２
坪

◇ 

委
細
相
談
の
上

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、

☎
078
―
393
―
１
８
０
９
ま
で

2026年度診療報酬改定特集ページ2026年度診療報酬改定特集ページ
協
会
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
内
に
開
設
中
！

Ｑ
Ａ
な
ど
最
新
情
報
は

下
の
二
次
元
コ
ー
ド
か
ら

55
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診診 内内 研研
よよ りり 566

医療法人滋賀家庭医療学センター
　弓削メディカルクリニック　本部長 中村　琢弥先生講演

いつものアノ病気、アノ状態、
“在宅で診るときならでは”のコツ

現在の日本の在宅医療の特徴
　医療にはヒポクラテスの時代の古
来より、大きくは３種類の医療サー
ビスが展開されていた。すなわち、
外来、病棟、そして在宅である。そ
れぞれの特徴の多少の時代に合わせ
た変化はあるかもしれないが、長く
これらのサービスはその本質は変わ
らず展開され現在に至っている。昨
今はこれら３サービスに加えて、新
たな技術が可能とした「オンライン
（遠隔）診療」が加わり、合計４形
態が存在する扱いとなっている。
　その中でも「在宅医療」の特徴
は、究極的には２点にあると筆者は
考えている。
１ ）医療機能や設備に由来する一定
の介入制限

　外来や入院が「医療に特化した環
境下で行われる」ことに対して、在
宅医療は「生活空間」にて行われる
ため、どうしても一定レベルでの制
限が入ることとなる。代表的には、
医療スタッフの現地到着までの時間
ロスだったり、X線撮影やCTなどの
大規模な医療機器を用いた診療行為
の困難さ、などである。これらは技
術の進歩とともにエコーを代表とし
た機器のポータブル化なども相まっ
てかなり柔軟に実施できるようにも
なってきているが、それでもこの格
差を意識して診療することは大切と
なっている。
２）患者固有の生活面への調整
　上記と表裏一体の特徴として、患
者の生活空間にて行われるが故に、
その患者の人となりや趣向、文化な
どが医療従事者にもすぐに目に飛び
込んできて理解できるのは在宅医療
ならではとなっている。ある患者の
部屋では家族の写真や勲章が飾ら
れ、それらをふと話題にすれば、ぱ
っと表情が華やぐ方も少なくない。
また、医療により関連したことでい
えば、環境を確認することでその方
に合わせた医療方針も立てやすくな
る。患者にとって慣れた空間であれ
ば精神的な安楽や緩和的な効能も期
待されるだろう。雑然とした環境や
介護力に乏しい患者に対して医療従
事者側からの現実味を欠いた指示を
出してしまうということも避けられ
やすい。外来や入院でももちろん留
意していることではあるが、在宅医
療ではこの面における展開のしやす
さは十分に特徴として挙げるべきも
のと考えている。

　現在の日本では在宅医療は増加の
一途をたどっている。特に高齢者を
対象とした在宅医療の増加は著し
い。そんな中で在宅医療をよりよく
展開するには、上記の２点をおさえ
たうえで、その特徴に起因するコツ
を踏まえて在宅医療を展開したい。
今回の場ではそれらをいくつか紹介
していく。

訪問診療導入　編
　訪問診療の導入時は非常に混乱が

多くなりやすいタイミングである。
特に他院からの紹介事例では注意が
必要で、あらかじめリスト化された
チェック事項を確認しながら確実か
つスムーズな導入を心掛けたい（図
１）。

在宅バッグ　編
　在宅バッグは在宅医のこだわりや
工夫の宝庫である。「在宅医自身が
どのような診療を行いたいか（得意
としているか）」を反映するものと
なる。しかし、なんでも詰めている
と容易にとても重たいバッグとなっ
てしまうため要注意である。常に入
れるものや、必要時のみ持ち込むよ
うあらかじめセット化されたもの、
車載管理するものなど、事前の十分
な検討や分類、パッケージ化の工夫
を心掛けたい。特に昨今は機器の進
歩もあり、ポータブルエコーの持ち
込みや、各用具の紛失を防ぐための
「Air Tag（GPS機能で追跡可能と
するもの：Apple社より）」なども利
用するととても便利である（図２）。

在宅医療の診療内容　編
　前述のように近年の日本の在宅医
療ではその対象は多くは高齢者であ
る。高齢者を効率的かつ効果的に診
療する手法として、「高齢者総合機
能 評 価（ CGA：Comprehensive 
Geriatric Assessment）」はおさえて
おきたい。これは英国の老年科医マ
ージョリー・ウォーレン氏が1930年
代に提唱した概念であり、高齢者へ
の全人的ケアマネジメントを体系化
・標準化したものである。詳細は成
書に譲るが、簡易な覚え方として、
「S-CGAとM-CGA」を紹介する（図
３）。
　これは、導入時や状態変化時など
の定点で行うべきチェ ック項目
（S-CGA）と、毎回の訪問診療など
で行う項目（M-CGA）に分類して
おり、これをチェックすることで自
然にCGAにあたる内容への介入を可
能とするものである。 またADLや
IADLが保たれている方の際に重要
となる概念としてAADL（Advanced 
ADL） の概念も覚えておきたい
（AADL：IADLにも含まれない、社
会的・職業的・余暇的活動などを指
す。通常、その人固有の趣味などが
該当し、ADLやIADLが保たれてい
ても、この要素が障害された時には
対象者に何か変化があったと考えら
れ、これが微細なADL障害をつかむ
きっかけとなる）。

在宅医療マナー　編
　在宅医療においては、相手の生活
空間に医療者が足を踏み入れるた
め、その立ち振る舞いは一定の期待
のまなざしを浴びていることを忘れ
てはいけない。これを失念してしま
うことで思わぬところで信頼を失う
こともあるため注意が必要である。
簡単なところでは、挨拶や入室前の
ノックなどは基本的なところだが、
患者宅によっては、医療者などの来

訪者に対して「見せたくない場所」
があることも覚えておきたい（もち
ろん、逆に来訪者に対して見せたい
場所や物があるケースもある）。医
学生などの初学者を訪問診療に随伴
させるケースではこうしたマナーを
正し、常に留意してもらう目的で、
まず「入室したら必ずきちんと靴を
そろえること」を指導している。

最後に、在宅医療におもうこと
　現在の日本において在宅医療は広
く普及し始め、ただ実施するだけで
は不十分となってきており、在宅医
療そのものの質の高さが問われる時
代がすぐそこまでやってきている。
諸外国では在宅医療は日本のように
そこまで医療政策的に活発ではない
地域も多く、結果として外来や病棟
に比べると、在宅医療発となるエビ

図２

図３

審査･指導相談日 ●７月９日（木）14時～ ●協会５階会議室

※医科は事前予約制☎078－393－1840まで、歯科は随時☎078－393－1809まで

※「指導通知」が届いたら、まず保険医協会にご連絡ください。

デンスの知見蓄積はまだまだ乏し
い。その中で今後どのように質を担
保し、教育していくかは重要なとこ
ろとなっている。
　在宅医療は決して特別に難しいも
のではないが、とりわけ簡単という
わけでもない。多くは少人数かつ密
室で医療行為が完結してしまうた
め、その多くが容易にブラックボッ
クス化してしまい、適切なフィード
バックがかかりづらくなってしまう
側面には注意が必要である。自身の
院所における質改善の仕組みや教育
の仕組みが問われるところとなる。
　今回のこの講演会と本記事が皆様
の学習にとって一助となれば幸いで
ある。
（2025年11月22日、第627回診療内
容向上研究会より）

図１

＊１： Geriatric giants：高齢者に立ちはだかる、生活機能に影響を及ぼす代表的な問題のことを指
す。うつ、尿失禁、転倒、物忘れ、移動困難などが含まれる。

＊２： 五快とは、高齢者が特に症状なく経過しているときに、これらが保てていれば健康状態が安定
していると推察される５つの項目（快食、快便、快眠、快動（ADLなど）、快重（体重変化））。
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